
 

10/28（金）の行事 
 

 
 
 

                             報道発表資料の配付日時 １０月１７日（月）    
 

発 表 項 目  令和４年度 帯広建設管理部 維持・除雪功労者表彰式について 

概 要 

優秀な維持管理・除雪業務の従事者及び企業を表彰することにより、従事者の
意識の高揚と育成強化を図るとともに、維持管理・除雪業務の社会的評価と従事
者の地位の向上に資することを目的に、「令和４年度 帯広建設管理部 維持・除
雪功労者表彰式」を次のとおり開催します。 

 
記 

１ 日 時 令和４年(２０２２年)１０月２８日（金） １３時３０分から 

２ 場 所 十勝総合振興局 ３階 講堂 

３ 内 容 令和４年度 帯広建設管理部 維持・除雪功労者表彰式 

 

 ※詳細は次の添付資料をご参照ください。 

資料１～令和４年度 帯広建設管理部 維持・除雪功労者表彰 表彰者一覧 

資料２～令和４年度 帯広建設管理部 維持・除雪功労者表彰式 次第 

資料３～帯広建設管理部 維持・除雪功労者 感謝事務取扱要領 

資料４～帯広建設管理部 維持・除雪功労者 選考基準 

 

参 考 

平成２７年度からの取組で、今年度で第８回目になります。令和2年度より個人
表彰者数を増やすとともに、企業も表彰の対象とすることになりました。 

報道(取材) 
に 当 た っ て 
の お 願 い 

マスクの着用と消毒の徹底をお願いいたします。 

他 の ク ラ ブ 
と の 関 係 

 同 時 配 付 
 同 時 レ ク 
 記 者 レ ク 

 

そ の 他 
 

担      当 
（ 連 絡 先 ） 

 北海道十勝総合振興局 

 帯広建設管理部 用地管理室 維持管理課 （担当：主査 三橋
み つ は し

） 

                              ＴＥＬ ０１５５－２７－８７２２（直通） 

 



【資料１】

【個人】 【企業】

事業課
ごちょう　よしたか

後鳥　啓卓
十勝中央維持管理協同組合
音更運輸工業(株)

事業課
みずぐち　けんいち

水口　賢一
十勝中央維持管理協同組合
永井工業（株）

事業課 青木建設（株）

事業課
とくもと　ひろかず

徳本　洋一
十勝中央維持管理協同組合
音更運輸工業(株)

事業課
かない　としのぶ

金井　敏修
十勝中央維持管理協同組合
士幌運輸（有）

事業課 幕別興業（株）

事業課
はが　かずひこ

芳賀　一彦
十勝中央維持管理協同組合
音更運輸工業（株）

事業課
りょうも　ひとし

領毛　将
十勝中央維持管理協同組合
永光建設（株）

鹿　追 古川建設（株）

事業課
うしがみ　ひでゆき

牛上　秀幸
十勝中央維持管理協同組合
北海道道路保全（株）

事業課
もりた　こうじ

森田　孝司
十勝中央維持管理協同組合
帯広緑地興業（有）

大　樹 （株）畑下組

事業課
よこた　きよひで

横田　麿栄
十勝中央維持管理協同組合
北海道道路保全（株）

事業課
なんば　ともかず

難波　寛和
十勝中央維持管理協同組合
勝栄興業（株）

足　寄 （株）河向組

事業課
まつかわ　ひろし

松川　博
十勝中央維持管理協同組合
北海道道路保全（株）

鹿　追
つちや　じゅんじ

土谷　淳二
北西部十勝道路維持事業協同組合
古川建設（株）

浦　幌 （株）フクタ

事業課
はしもと　たかのり

橋本　崇紀
十勝中央維持管理協同組合
北海道道路保全(株)

大　樹
おがさわら　ゆきまさ

小笠原　幸正
南十勝建設ネットワーク協同組合
（株）畑下組

事業課
もりうら　なおき

森浦　直樹
十勝中央維持管理協同組合
北海道道路保全(株)

浦　幌
まつだ　やすまさ

松田　泰全
東十勝維持管理協同組合
（株）フクタ

個人 １９名

事業課
なかや　あきら

中谷　晃
十勝中央維持管理協同組合
北海道道路保全（株）

浦　幌
やまもと　やすひろ

山本　泰啓
東十勝維持管理協同組合
（株）フクタ

企業 ６社

事業課
かいどう　たけし

海藤　猛志
十勝中央維持管理協同組合
（株）遊佐組

令和４年度　十勝総合振興局帯広建設管理部
　　　　　　　　　　維持・除雪功労者表彰　表彰者一覧

表彰者業者名推薦業者名
（所属企業名）

表彰者名出張所
等名

出張所
等名

出張所
等名

表彰者名 推薦業者名
（所属企業名）



    令和４年度           【資料２】 

十勝総合振興局帯広建設管理部 

維持・除雪功労者表彰式次第 

 

令和４年１０月２８日（金）１３時３０分～ 

     十勝総合振興局 ３階 講堂 

 

  １ 開会        

 

  ２ 受賞者紹介        

 

  ３ 感謝状贈呈        

 

  ４ 副局長挨拶   

  

  ５ 受賞者代表挨拶                         

 

  ６ 閉会 

 

   ７ 記念撮影 



【資料 3】 

    帯広建設管理部維持・除雪功労者感謝事務取扱要領 

 

第１ 趣旨 

  維持管理・除雪業務は昼夜を分かたぬ厳しい条件での作業であり、これに従事する人 

々の努力が礎となっている。 

   維持管理・除雪功労者の表彰は、こうした現場の最前線において長年に亘って苦労さ 

れている優秀な従事者及び企業を表彰することにより、従事者の意識の高揚と育成強化 

を図るとともに、維持管理・除雪業務の社会的評価と従事者及び企業の地位の向上に資 す

ることを目的とする。 

  出先機関の長の表彰事務取扱要領（昭和 47年１月 14日付け道民第 14号総務部長通達） 

に基づき建設管理部が行う感謝事務の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この 要

領の定めるところによる。 

第２ 感謝の基準 

  出先機関の長の表彰事務取扱要領２の（２）に該当する者は、次の者とする。 

   １ 前年度の維持管理業務又は除雪業務の受注者の従業員、若しくはその下請け企業 

  の従業員（以下「維持担当者」という。）又は受注した企業（下請け企業を含む）（以 

  下「維持企業」という。）であって、長年、当該業務に従事し、特に優秀であると 

  認められる者 

   ２ 維持担当者又は維持企業であって、次の各号の全てに該当し、感謝に値する者 

   （１）北海道が発注する維持管理業務又は除雪業務に１０年以上従事した者 

   （２）維持管理業務又は除雪業務に関し他の者の模範となる者 

第３ 選考委員会の設置 

  第２の規定に該当する者について審査を行うために、別に定める建設管理部維持・除 

雪功労者選考委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

第４ 事務局 

  委員会には別に定める事務局を置く。 

第５ 選考方法等 

   １ 候補者名簿の作成 

   （１）事務局は、第２の規定に該当する者があると認められるときは、必要に応じて 

   調査等を行い、候補者の名簿を作成する。 

   （２）名簿の作成に当たっては、前年度に各建設管理部が発注した維持管理業務又は 

   除雪業務の受注者から候補者の推薦を受けることができる。 

  ２ 委員会の審査等 

     総合振興局長及び留萌振興局長は、前項の規定による候補者を、第３の規定により 

 定める委員会で審査し、維持担当者にあっては、各出張所（事業課含む）ごとに感謝 

 状を受けるべき者を選考する。また、維持企業にあっては、建設管理部内で北海道が  



発注する維持管理業務又は除雪業務に従事した企業の概ね２割の範囲内で感謝状を受  

けるべき者を選考する。 

 

第６ 感謝状の贈呈及びその時期  

  １ 感謝状の贈呈等 

   第５の規定により選考された者には、感謝状を贈呈する。 

   ２ 感謝状の贈呈時期  

   感謝状の贈呈は、毎年１回、１０月から１２月までの間に行う。 

 

附則 

 この要領は、平成２７年６月３日から施行する。 

附則 

 この要領は、令和２年（2020年）７月 20日から施行する。 



【資料４】 

      帯広建設管理部維持・除雪功労者選考基準 

 

 建設管理部維持・除雪功労者表彰の選考については、建設管理部維持・除雪功労者事務

取扱要領に基づき、事務局から報告のあった候補者から、維持・除雪功労者選考委員会が

総合的に感謝に値すると認められる者を、次の基準により選考する。 

 ただし、特定の資格、等級に偏ることなく公平性をもって選考するものとする。 

 

１ 表彰対象者の選考基準 

（１）維持管理業務又は除雪業務の受注者の基準 

    ア 帯広建設管理部が所管する管内に維持管理業務又は除雪業務の受注者が「主たる 

  営業所の所在地」として建設業許可の登録がある者 

    イ 帯広建設管理部が発注した維持管理業務又は除雪業務を履行した者 

（２）前項の基準に該当するものであっても、法人又は法人の代表権を有する役員（代表 

 権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。）が次のいずれかに該当する場 

 合については、表彰の対象としない。 

    ア 前年度の表彰者決定日から表彰年度の表彰者決定日までの間に、道の指名停止を 

  受けている場合 

    イ 刑事責任に関して、公訴を提起されている場合 

    ウ 禁固以上の刑に処され、その執行が終わった日から 10年を経過していない場合 

    エ 罰金刑に処され、その執行が終わった日から５年を経過していない場合 

    オ 執行猶予付判決を受け、当該執行猶予期間が経過していない場合 

    カ その他、社会保険未加入などの法令を遵守していない者、又は民事再生法適用者 

   (再生計画完了後 1 年間）など、表彰するにふさわしくない事由があると認められ 

  る場合 

    キ 受注者等が、表彰者決定の翌日から表彰を行うまでの間において、道の指名停止 

  等を受けた場合は、決定を取り消すものとする。 

（３）維持・除雪功労者に関する基準 

    ア 選考時点において、（１）の基準を満たす維持管理業務又は除雪業務の受注者の 

  従業員、若しくはその下請け企業の従業員（以下「維持担当者」という。）又は受 

  注した企業（下請け企業を含む。）（以下「維持企業」という。） 

    イ 維持担当者又は維持企業であって、次の各号の全てに該当し、感謝に値する者 

       ①北海道が発注する維持管理業務又は除雪業務に 10年以上従事した者 

    ②維持管理業務又は除雪業務に関し他の者の模範となる者  

    ウ 受注者から維持・除雪功労者に関する基準に該当する旨推薦があった者 

    エ 維持担当者にあっては、各出張所（事業課含む）毎の選考を基本とする。 



  オ 維持企業にあっては、建設管理部管内で北海道が発注する維持管理業務又は除雪 

  業務に従事した企業の概ね２割の範囲内で選考する。 

（４）前項の基準に該当するものであっても、次の各号に該当する者は、表彰の対象とし 

 ないものとする。 

    ア 破産者又は成年被後見人若しくは被保佐人 

    イ 刑事事件に関して、現に起訴されている者 

    ウ 禁固以上の刑に処され、その執行が終わった日から 10年を経過していない者 

    エ 処罰刑に処され、その執行が終わった日から５年間を経過しない者 

    オ 執行猶予つきの刑では、当該執行猶予期間を経過しない者 

    カ その他表彰することが適当でないと認められる者 


